
指定障害児相談支援利用 I・D約書

(以 =「利用者Jと いう。)と 社会l in祉法人健 F‐ の森学園 (以下「事

業者」という。)は、健康の森学園相談支援事業所 (以下「事業所Jと いう。)において、

利用者が事業者から提供 される指定障害児相談支援にかかる事業を利用することにつ

いて次のとお り契約 (以下「本契約J)を締結 します。

(契約の目的)

第 1条 本契約は、事業者 と利用者が協議の上、利用者の有する能力、その置かれてい

る環境及び障害の特性を考慮 し、自立した日常生活または社会生活を営むことができ

るよう、事業者が利用者に対 して必要な指定障害児相談支援を適切に提供することを

定めます。

(契約期間)

第 2条 本契約の契約期間は、   年  月

了日までに、利用者から事業者に対 して、文書または口頭による契約終了の申し出が

ない場合、契約は自動更新されるものとします。

(障害児支援利用計画の作成)

第 3条 事業者は、相談支援専門員に障害児支援利用計画の作成に関する業務を担当さ

せるものとします。

2相談支援専門員は、利用者の居宅等への訪間により利用者及びその家族に面接 し、利

用者及び家族の置かれている状況、利用者が希望する生活、解決すべき課題等を把握

します。

3相談支援専門員は、障害児支援利用計画の伯成の開始に当たっては、当該地域におけ

る指定障害児通所支援事業者等に関するサービスの内容を適正に利用者又はその家

族に対 して提供し、利用者にサービスの選択を求めるものとします。

4相談支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応 じて、利用者

及び利用者の保護者 (以 下、 味1用者等Jと いう。)の選択に基づき、適切な保健、医

療、福祉、就労支12-、 教育等のサービス (以下、「福祉サービス等J)が、多様な事業

者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮 します。

5相談支援専門員は、提供される福祉サービス等の日標及びそのヨ或時期、福祉サービ

ス等の種類、内容、量及び利用料並びに福祉サービス等を提供する上での留意事項等

を記載 した障害児支援利用計画の原案を作成 します。

日から1年間とします.ただし、契約満



6相談支ll専門員は、前項で作成 した障害児支l‐利用計画の原案に盛 り込んだ福祉サー

ビス等について、障害児通所支l‐給付費等の対象となるか否かを区分 した上で、当該

障害児支援利用計画書の原案の内容について、利用者等に |ヽして説明し、文書により

利用者等の同意を得た上で決定するものとし、作成 した当該障害児支l‐利用計画案を

利用者等に交付するものとします.

7相談支援専門員は、通所給付決定を踏まえて、障害児支援利用計画案の変更を行い、

指定障害児通所支援事業者等との連絡調整を行 うとともに、サービス担当者会議の開

催等により、当該障害児支援利用計画案の内容について説明を行 うととt)に 、関係機

関から専門的な見地からの意見を求めるものとします。

8相談支援専門員は、サーービス担当者会議を踏まえた障害児支f‐利用計画案の内容につ

いて、利用者等に対 して説明し、文書により同意を得るものとします。

9相談支l‐専門員は、障害児支援利用計画を作成 t´ た際には、当該 1障害児支援利用計画

を利用者等に交付するものとしまil,

(障害児支援千1用計画作成後の便宜の供与)

第 4条 事業者は、障害児支援利用計画作成後において、次の各号に定める指定障害児

相談支援サービスを提供するものとします。

(1)利 用者及びその家族等と定期的に連絡を取 り、経過を把握 します。

(2)障 害児支援利用計画の目標に治つてサービスが提 l■ されるよう、福祉サービス等

の事業者等との連絡調整を行います。

(3)福 祉サービス等の実施状況や千1用者の状況について定期的に再評価を行い、サー

ビス利用計画の変更、通所給付決定の更新申請等に必要な援助を行います。

(4)上 限管理対象となつている利用者に関しては、指定障害児福祉サービス等の利用

者負担額合計額を毎月算定し、利用者等及び当該障害福祉サービス等を提供 した事

業者等に通知 します。

(障害児支援利用計画の変更)

第 5条 利用者が計画の変更を希望 lン た場合、または事業者が障害児支援利用計画の変

更が必要と判lllし た場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、障害児支 l.利用計

画を変更します。

(利用者負担額及び実費負担額)

第 6条 事業者の提供する指定障害児相談支援事業にF-5す る利用十金については、事業

者が法律の規定に基づいて、市町村からサービス料金に相当する給付を受領するため、

利用者の自己負担はありません。なお、事業所が定めた通常の事業の実施地域以外の

地域を訪問して相談支援を行 う場合は、それに要した交通費又はその実費を負担 して

頂きます。但 し、特別地域加算を算定する場合には頂きません。



(事業者■)基 本的義務 )

第 7条 利用者が有するHL力 及びi直上に応 じ 自立した日常生活
=た

1,社会生活を昔む

ことができるよう、必要な指定障害児相談支援を適切に行い■十
,

2事業者は、利用者のξ思と人格を尊重し、常
「

利用者の立場に立って 指定障害児支

l―利用lF助 を提供 ヒ́ます。

(事業者の具体的義務 )

第 8条

(1)(安全西己慮義務)事業者は、指定障
=児

相談支lFの提供に当たって 利用者の生

命、ll体、財産の安全 碓保 |「 配lξ し■す.

(2)(説明義務)事 業オは、本契約に基づく内容について 利用嗜等●質問に対 [て

適切に説明します.

(3)(守 l_/義務)事 業者及tヽ十日談支援専門員は、本契約 |こ ■ろ指定障害児相談支援キ

l■ l■するに当たつて輛 り得た
'用

者や家族等の秘密について、正当な理由がある場

合を除き第二者に開示すること|まおりません.

(4)(記録保存整備義務)事 業者
=、

■定障害/Ltt17利 用計画の提供に関する記録を

整備 し、提供 日から5年間保
‐
■し■す.■ :用 者はこの記録の開示を求あることがで

きます.

(事 故と損害賠償)

第 9条 事業者 |よ 、指定障害児支援ボ[用 IF助の提供によって事故が+じた場合に|工 、速

やかに市町村 利
"」

者●,家族等 |■連絡 して

`要
な措置を講します.

2事業者は、指定障害

'こ

相談支援を提供するに当たつて、事業者の責任と認め t,れ る事

由lIに つて利用者 1■ 損害を与えた場合に,す 、速やかに利
'‖

者の損害を賠償します.

(I・ 約の終「 )

第 10条 本契約は、以「
の各 写1二 基づくI・約.I tt rが 生した場合に終 rす る1,の とし

ま●1,

(1)利 用者が・L亡 したt_合
.

(2)事 業者が角ギ散命令を受けた場合、破産した場合スはやむを得ない事由により事業

所を開鎖 t´ たl.合
.

(3, 事業著が指定を取 1消 された場合又は指定を辞退 した場合.

(4)第 11条から第 13条 1■ 基づさ本契約が解約または解除さオlた 場合.

(5, 第 2条 f・ ■・ 約期間が満 了Lた場合.(ただし満 r前に契約′,■新手lLき がとら,1

た場舘
=除

く,)



(利 用者からの中途解約)

第 11条 利用者は、本契約の有
~l期

間中、本契約を解約することができます.こ √)場

合には 利用者は契約終了を希望する 30日 前までに事業者に通1口するt,の と t´ ます.

ただ 1´ 利用者が入院した場合等、正当な理由が TIる 場合には即時に解約することが

できます.

(■1用 者 1ヽ た,の 契+J解除)

■ 12条 利用者 |ま、事業者ス|'相 談支援専門員が以下の事項に該当する行為
=行

つた

I_合 |■ は、ただちに入契約を角ギ除することがで
=ま

づ.

(1)事 業者又 1士相談支損専円員が正当な理由なく本契約に定める指定障害児支援相

談支援を実施 しない場合.

(2)事 業者スは相談支援専門員が、市 8条 |.1項から第 4項に定める義 ―
‐

二違反 した

場合.

(3, 事業者スは相談支援専門員が、設
=|ス

1,過失により利用嗜若 しく11■ の家 Ijr‐ 等 ,̈

生命 ■l体 財物 信用を傷つ |る ことなどによって、本契約を記l続 しがたい重大

|1事 情が認●)ら れる場合.

(事業「
F7Jら の契約解除)

第 13条 事業者は、利用者 /1・ 以下の事項に該当する場合には本契約を解除することが

できま り:

(1)利 用者が、・
r/意 または市大な過失により事業者ては相談支援専門員√)■ 命 身

体 財物 信月を傷つけることなどによって、本契約を継続 しがたい二人な事情を

生じさ _I、 その状況の改善が見込めない場合.

12, 利用者が通常の事業の実施地域外に1嗽居 した場合・

I FFttrl.決 )

第 14条 利用者は、本契■ザに基づく指
=障

害児支援利用援助に関 tて、いつで t,重要

事り●説明書に記載さオtて いる苦 1占 受付窓口に苦情を中し立てる●IIが できます.

2利用者は 本契約に基づく指定障害児拍談支l‐ に関して、重要事l_1説「H書に記載され

た市三者委員に苦 1青 を中し立てることもできます し、運嵩適正化委員会に書情を中 t´

立てることt,で きます.

t協議事項 )

第 15条 本契約に定められていない事項について「.l題が十じた場合には、事業者は児

童高祉法モ■他諸法令tl定めるところに従い、■用者 I誠意を 1)つ て協議するものと

Lま す.



上記の契約を証するため、本書 2通を作成 し́、利用者及び保護者、事業者が記名捺印

のうえ、 各 1通 を保有する1)の とします。

令和   年   月   日

利用者 (児童)        、

代■1人 (保護者)住所

氏名             印

氏名             印

事業者 住所      岡山県新見市哲多町大野 2034-5
事業者名        社会福祉法人 健康の森学園

理 事 長  黒 山 靖 弘  印



個人情報使用同意書

私自身及び家族の個人情報については、以下に記載する目的のた

めに、必要最小限の範囲において個人情報を使用することに同意 し

ます.

1 サービス等和l用 計画に沿つて円滑にサービスを提供する~/

に実施される、事業所内におけるサービス‖喘 者会議.

2 私が利用するサービスに係る他の事業所 との連絡調整にお

いて必要な場合.

3 緊急時における病院等への情十日提供等.

社会福祉法人 健康の森学園

理事長 早  1 靖 弘  様

令和   年   月   日

利用児

氏名              印

保護者等

住所

続柄

氏名               印


